
九州大谷短期大学同窓会奨学金貸 規程 

 

目定 的  

第 条  こ 規程 九州大谷短期大学同窓会 以 同窓会 略称 会則 第 条 基 同第 項 在学生会員 対 奨学金 貸

関 事項を  

貸 資格  

第 条  こ 奨学金 本学学生 人物・成績共良好 あ わ 入学後家庭 事情 学業 著 困難

者 対 貸  

奨学金 貸 金額  

第 条  奨学金 授業料及び履修費等を含 全額又 一部を貸  

貸 限度  

第 条  奨学金 貸 同一人 対 在学中 回を限度  

貸 手  

第 条  奨学金 貸 を受け う 者 そ 都度 奨学生願書 様式第 号 を大学事務局を通 同窓会長 以 会長 い

う 提出  

奨学生 決  

第 条  奨学生 前条 願書提出者 中 選考 員会 議を経 会長 決     

定 定 定 奨学生決 者 奨学生決 通知書 を渡 様式第 号  

選考 員会  

第 条  奨学生 選考を審議 選考 員会を構成  

定 定 定 選考 員会 構成 同窓会理事会 い 同窓会長 議長      

    定 選考 員会 必要 応 関 者 出席を求 こ  

    定 選考 員会 員 分 以 出席を 成立 決議 出席 員 過半数を以 行う  

奨学金 借用及び返還  

第 条定 奨学生 奨学金 貸 を受け 際 奨学金 借用手 及び返還手 を け い  

定       奨学金借用証書 様式第 号 提出 

        奨学金返還計画書 様式第 号 提出 

    定 奨学金 奨学金返還計画書 返還 け い  

    定 奨学金 返還期間 卒業後 年以内 返還 期間以前 こ を終わ こ  

    定 奨学金 貸 在学中 無利子 卒業後 返還 い 年 ％ 利息を支払う  

    定 奨学金 貸 を受け 者 住所ま を変更 場合 文書 載 遅滞 大学事務局 通知 け い  

奨学金返還 免除  

第 条  奨学金 返還義務 全部ま 一部を 会長 員会 議を経 免除 こ そ 場合 次 各号 通  

         貸 を受け 者 死亡 場合  

         貸 を受け 者 何 理由 労働能力を喪失 奨学金 返還 能 場合  

        そ 他免除 必要 あ 認 場合  

奨学金 中  

第10条定 奨学生 次 各号 い 該当 認 場合 奨学金 給付を中 返還を求  

        奨学生 あ こ を辞退  

定 定 定 定 本学 学籍を失  

定 定 定 定 提出書類 虚偽 述 あ 認  

定 定 定 定 奨学生 ふさわ い行為 あ  

奨学金返還 強制  

第11条  期間を過 返還 い 民事訴訟法第 編・第 編 手 会長 返還を確保 こ  

事定 務  

第12条  こ 奨学金 関 庶務 大学事務局  

改定  

第13条 こ 規程 改 同窓会理事会 議決  

 

定 定 定 定 定 定 定 附定 則 

      定 こ 規程 年 月 日 施行  

        年 月 日一部改  

  定       注定 民法第 編定 督 手  

定   定 定 定   定 第 編定 仮差押等及び仮処分 

 

 


